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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【発行日】令和3年7月26日(2021.7.26)

【公表番号】特表2020-520731(P2020-520731A)
【公表日】令和2年7月16日(2020.7.16)
【年通号数】公開・登録公報2020-028
【出願番号】特願2019-564493(P2019-564493)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｍ   1/16     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  61/26     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｍ    1/16     １０７　
   Ａ６１Ｍ    1/16     １６０　
   Ａ６１Ｍ    1/16     １９０　
   Ａ６１Ｍ    1/16     １０５　
   Ａ６１Ｍ    1/16     １８３　
   Ｂ０１Ｄ   61/26     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和3年5月12日(2021.5.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヒトまたは動物被験体を治療し、処置する方法における使用のための透析液であって、
　（ｉ）ｐＨがｐＨ８．０～ｐＨ１１．０の範囲であり、
　（ｉｉ）少なくとも１種類の緩衝剤のｐＫａ値が７．０～１１．０の範囲であり、
　（ｉｉｉ）Ｈ＋イオンに対する緩衝能が少なくとも１２ｍｍｏｌ／ｌ以上であることを
特徴とし、
　ここで、前記方法が、
　前記被験体から生物学的流体を抜くことと、
　半透膜を通して前記透析液に前記生物学的流体をさらすことと、
　前記生物学的流体から少なくとも１つの望ましくない物質を除去することと、
　前記生物学的流体から除去された、少なくとも１つ以上の望ましくない物質の量を自動
的に定量することと含み、
　前記少なくとも１つ以上の望ましくない物質が、二酸化炭素（ＣＯ２）、水素カチオン
（Ｈ＋）、炭酸水素イオン（ＨＣＯ３

－）およびこれらの溶媒和物からなる群から選択さ
れる
ことを特徴とする、透析液。
【請求項２】
　前記少なくとも１つ以上の望ましくない物質の量を自動的に定量することが、前記半透
膜を通して前記透析液に前記生物学的流体をさらす前の前記透析液のｐＨを、前記半透膜
を通して前記生物学的流体と接触させた後の前記透析液のｐＨと比較した差を測定するこ
とにより特徴付けられるものである、請求項１に記載の透析液。
【請求項３】
　前記生物学的流体が血液である、請求項１または２に記載の透析液。
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【請求項４】
　前記被験体の前記血液の気体の値を自動的に定量し、そして当該血液の気体の値に基づ
いて、前記被験体を治療するために、前記透析液のｐＨおよび／または重炭酸イオンの濃
度を自動的に調節することを特徴とする、請求項３に記載の透析液。
【請求項５】
　トリス（ヒドロキシメチル）アミノメタン（Ｔｒｉｓ、ＴＨＡＭ）、炭酸イオン／重炭
酸イオンおよびアルブミンからなる群から選択される少なくとも１種類の緩衝剤を含む、
請求項１～４のいずれか一項に記載の透析液。
【請求項６】
　ｐＨがｐＨ８．０～ｐＨ９．０の範囲にあり、（ｉ）１０～４０ｍｍｏｌ／ｌの炭酸イ
オン／重炭酸イオンと、（ｉｉ）１０～６０ｇ／ｌのアルブミンとを含むものである、請
求項１～５のいずれか一項に記載の透析液。
【請求項７】
　前記方法が、前記透析液を処理することをさらに含んでなり、当該処理が、（ｉ）吸着
体、（ｉｉ）膜、（ｉｉｉ）酸性ｐＨおよび（ｉｖ）塩基性ｐＨのうち１つ以上に前記透
析液をさらすことにより特徴付けられるものである、請求項１～６のいずれか一項に記載
の透析液。
【請求項８】
　前記透析液を処理することが、前記透析液から二酸化炭素、Ｈ＋またはＨＣＯ３

－を除
去することにより特徴付けられるものである、請求項７に記載の透析液。
【請求項９】
　前記方法が、前記透析液をリサイクルすることをさらに含んでなる、請求項１～８のい
ずれか一項に記載の透析液。
【請求項１０】
　前記方法が、前記透析液の緩衝能を決定することであって、前記透析液を所望のｐＨま
たは最適ｐＨにするために、前記透析液を酸溶液または塩基溶液で実質的に連続的に滴定
することを含む、請求項１～９のいずれか一項に記載の透析液。
【請求項１１】
　前記方法が、前記生物学的流体のｐＣＯ２を実質的に連続的に、かつ実質的に自動的に
計算することであって、透析回路中に存在する前記透析液のｐＨと重炭酸イオンの濃度を
決定することを含み、前記透析液のｐＨと重炭酸イオンの濃度を決定することが、前記透
析液を所望のｐＨまたは最適ｐＨにするために、前記透析液を酸溶液または塩基溶液で実
質的に連続的に滴定することによって行われることを含む、請求項１～１０のいずれか一
項に記載の透析液。
【請求項１２】
　前記方法が、呼吸気における被験体のＣＯ２を測定することを含み、当該測定が、ＣＯ

２の分圧または体積％を測定または監視するためのセンサを用いて行われる、請求項１～
１１のいずれか一項に記載の透析液。
【請求項１３】
　前記ＣＯ２の分圧または体積％が、カプノグラフィーによって測定されることを特徴と
する、請求項１２に記載の透析液。
【請求項１４】
　測定された被験体のＣＯ２が、透析システムの制御部によって分析され、吐き出されな
いＣＯ２が、透析回路で抽出されることを特徴とする、請求項１２または１３に記載の透
析液。
【請求項１５】
　前記透析液の緩衝能、透析器を流れる前記生物学的流体および前記透析液の流量に基づ
いて、そして透析器に入ってくる前記透析液のｐＨと透析器を出ていく前記透析液のｐＨ
との間のΔに従って、前記被験体から抜かれた前記生物学的流体から正確な量の吐き出さ
れないＣＯ２、Ｈ＋、ＨＣＯ３

－を抽出するために前記透析液のｐＨ値を調節することを
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含む、請求項１４に記載の透析液。
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